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1. はじめに 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では鬼怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の

倒壊・流出や、広範囲かつ長期間の浸水が発生した。 

また、平成 28 年 8 月には、相次いで発生した台風に伴う豪雨による中小河川か

らの氾濫や要配慮者利用施設において入所者が逃げ遅れて犠牲になるなど、痛まし

い被害が全国で発生した。 

今後、気候変動の影響により、このような施設能力を上回るような大規模洪水の

発生頻度の増加が懸念されている。 

 

これら中小河川等における被害の状況を踏まえ、社会資本整備審議会では、「中

小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」として、「都道府県

が管理する中小河川においてもただちに水防災意識社会再構築の取組を加速すべ

き」と平成 29 年 1 月に答申を行っている。 

 

これらを踏まえ千葉県では、国、県、市町村及び河川管理者等の関係機関が連

携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計

画的に推進することにより、千葉県の県管理河川流域において大規模氾濫が発生す

ることを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する

ことを目的に、平成 29 年 5 月に「千葉県大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以

下「協議会」という）を設立した。 

 

本資料は、協議会を構成する各構成員がそれぞれ又は、連携して実施している現

状の減災に係る取組状況、ならびに今後取り組む事項についてとりまとめたもので

ある。 
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2. 協議会の構成員 

協議会の参加機関及び構成員は、以下のとおりである。 

 

［圏域共通］ 

気象庁銚子地方気象台長 

千葉県県土整備部災害・建設業担当

部長 

千葉県防災危機管理部危機管理政策

課長 

千葉県防災危機管理部防災対策課長 

千葉県県土整備部河川整備課長 

千葉県県土整備部河川環境課長 

 

［利根川圏域］ 

千葉県東葛飾地域振興事務所長 

千葉県印旛地域振興事務所長 

千葉県香取地域振興事務所長 

千葉県海匝地域振興事務所長 

千葉県山武地域振興事務所長 

千葉県柏土木事務所長 

千葉県印旛土木事務所長 

千葉県成田土木事務所長 

千葉県香取土木事務所長 

千葉県銚子土木事務所長 

銚子市長 

成田市長 

佐倉市長 

柏市長 

我孫子市長 

四街道市長 

印西市長 

白井市長 

富里市長 

香取市長 

八街市長 

酒々井町長 

栄町長 

神崎町長 

多古町長 

東庄町長 

芝山町長 

印旛利根川水防事務組合管理者 

千葉県長沼水害予防組合管理者 

 

オブザーバー 

国土交通省利根川上流河川事務所 

国土交通省利根川下流河川事務所 

国土交通省霞ヶ浦河川事務所 

水資源機構利根川下流総合管理所 

水資源機構千葉用水総合管理所 

 

［江戸川圏域］ 

千葉県葛南地域振興事務所長 

千葉県東葛飾地域振興事務所長 

千葉県葛南土木事務所長 

千葉県東葛飾土木事務所長 

市川市長 

船橋市長 

松戸市長 

野田市長 

流山市長 

鎌ケ谷市長 

浦安市長 

 

オブザーバー 

国土交通省利根川上流河川事務所 

国土交通省江戸川河川事務所 

 

 

［東京湾圏域］ 

千葉県葛南地域振興事務所長 

千葉県君津地域振興事務所長 

千葉県千葉土木事務所長 

千葉県君津土木事務所長 

千葉県市原土木事務所長 

千葉県亀山・片倉ダム管理事務所長 

千葉県高滝ダム管理事務所長 

千葉市長 

木更津市長 

習志野市長 

市原市長 

八千代市長 

君津市長 

富津市長 

袖ケ浦市長 

 

オブザーバー 

関東地方整備局 

水資源機構千葉用水総合管理所 
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［九十九里圏域］ 

千葉県海匝地域振興事務所長 

千葉県山武地域振興事務所長 

千葉県長生地域振興事務所長 

千葉県海匝土木事務所長 

千葉県山武土木事務所長 

千葉県長生土木事務所長 

千葉県一宮川改修事務所長 

茂原市長 

東金市長 

旭市長 

匝瑳市長 

山武市長 

大網白里市長 

九十九里町長 

横芝光町長 

一宮町長 

睦沢町長 

長生村長 

白子町長 

長柄町長 

長南町長 

 

オブザーバー 

関東地方整備局 

水資源機構千葉用水総合管理所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［房総圏域］ 

千葉県夷隅地域振興事務所長 

千葉県安房地域振興事務所長 

千葉県夷隅土木事務所長 

千葉県安房土木事務所長 

館山市長 

勝浦市長 

鴨川市長 

南房総市長 

いすみ市長 

大多喜町長 

御宿町長 

鋸南町長 

 

オブザーバー 

関東地方整備局 
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3. 地域の概要と主な課題 

3.1 千葉県の概要と圏域 

千葉県は、北部を利根川、西部を江戸川で接した、東京湾と太平洋に囲まれた房

総半島に位置する。 

 地勢は全般に標高が低く、南部の 200～400m 級の山々が連なる房総丘陵、平坦な

下総台地、北部の利根川沿川や九十九里沿岸には低平な平野が広がる。 

 

 千葉県の河川は、流下する地域に応じて大きく 5 分割することができる。 

 

利根川圏域： 県の北部に位置し、下総台地に水源を有し、利根川に注ぐ河川流

域。この地域の河川は利根川の内水河川となっており、出水時に

は利根川の水位上昇の影響を受けやすい地域となっている。 

江戸川圏域： 県の北西部に位置し、下総台地から西流して江戸川に注ぐ河川流

域。この地域の河川は江戸川の内水河川となっており、出水時に

は江戸川の水位上昇の影響を受けやすい地域となっている。 

東京湾圏域： 県の西部に位置し、東京湾に流出する河川流域。この地域の河川

は、東京湾岸の都市化の進行した地域を流下しており、下流部は

潮位の影響を受けやすい地域となっている。 

九十九里圏域： 県の東部に位置し、下総台地から東流して、九十九里平野を経て

太平洋に流下する河川流域。この地域の河川は河口部では河口閉

塞がみられる河川もある。 

房総圏域： 県の南部に位置し、房総半島南部の河川は、房総丘陵を水源と

し、急峻な地形を流下し、急激な水位上昇が起こりやすい河川流

域となっている。 

 

 千葉県大規模氾濫に関する減災対策においては、これら千葉県の地域特性を考慮

し、その特性に応じた取り組みを整理することとする。 
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千葉県圏域図 

 

3.2 地形的特徴 

3.2.1 利根川圏域 

「利根川圏域」は、県の北部に位置し、利根川に流入する河川流域の銚子

市、成田市、佐倉市、柏市、我孫子市、四街道市、印西市、白井市、富里市、

香取市、八街市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、芝山町の 11 市 6

町が関係している。当圏域の地形の特徴は以下のとおりである。 

・ 流域の大部分は下総台地から成る。 

・ 下総台地を水源とした河川は、北部の低地に流れ、利根川に注ぐ内水河川

となっており、出水時には利根川の水位上昇が長期に及ぶため排水に苦し

む地域である。 

利根川 

東京湾 

九十九里 

房総 

江戸川 

一宮川改修事務所 



 
6

・ 農地の面的整備が進んでおり、台地部では西から都市化が進行してきてい

る。 

・ 台地部の都市化の進行により流出増を招き、下流河川への負担を大きくし

ている。 

・ 洪水時には利根川の水位の影響で水防活動が長時間にわたり、また監視す

べき軟弱地盤上の堤防や水門・排水施設等が多く、水防活動が重要な地域

である。 

圏域の地形は、標高 20～90m の下総台地と標高 1～5m 程度の利根川沿いの沖

積平野で形成されている。下総台地には谷津と呼ばれる浸食谷が樹枝状に食い

込んでいる。地質は主に砂・シルト・粘土層であり、下総台地の表面には風化

火山灰層であるローム層が堆積している。関東ローム層は透水性が高く、地下

水の涵養に寄与している。沖積平野は軟弱な地質で堤防の沈下要因となってい

る。 

土地利用については、圏域東部では利根川沿川を通る JR 成田線沿線に市街地

が広がっており、低地は水田、台地部は畑と山林となっている。圏域西部の下

総台地では、ニュータウンや大規模団地が開発され、市街化率が高くなってい

る。また、河川沿いの低平地や谷津は主に水田として利用されている。 

 

 

3.2.2 江戸川圏域 

「江戸川圏域」は、県の北西部に位置し、江戸川左岸に流入する河川流域の

市川市、船橋市、松戸市、野田市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市の 7 市が関係し

ている。当圏域の地形の特徴は以下のとおりである。 

・ 流域の大部分は下総台地から成る。 

・ 下総台地を水源とした河川は、西部の低地に流れ、江戸川に注ぐ内水河川

となっており、出水時には江戸川の水位上昇が長期に及ぶため排水に苦し

む地域である。 

・ 台地部では西から都市化が進行してきている。 

・ 台地部の都市化の進行により流出増を招き、下流河川への負担を大きくし

ている。 

本圏域の地形は、最高標高 30ｍの下総台地と標高 5ｍ未満の江戸川沿いの沖

積平野、および湾岸地域の埋立地の 3 種に分類される。 

下総台地は谷津と呼ばれる浸食谷が樹枝状に食い込み、泥層（シルト層）を

挟む砂層を主体とする地層で構成され、上部数ｍは透水性が高く地下水の涵養

に寄与する火山灰層(関東ローム層)に覆われている。沖積平野や埋立地は、未

固結の軟弱な地質で、シルトや泥炭層が最大 40m 以上堆積し、地盤沈下や液状

化の要因のひとつとなっており、浦安・行徳地区の沖積平野や埋立地には、ゼ

ロメートル地帯も存在している。 
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3.2.3 東京湾圏域 

「東京湾圏域」は、県の西部に位置し、東京湾に流入する河川流域の千葉

市、習志野市、八千代市、君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市、市原市の 8

市が関係している。当圏域の地形の特徴は以下のとおりである。 

・ 東京湾の北部から東部に面しており、北部の河川は下総台地を水源として

東京湾岸平野を流れ、東京湾に注いでおり、下流部は潮位の影響を受けや

すい。南部の河川は、房総半島南部の清澄山系を水源として北西方向に流

下し、東京湾に流下している。 

・ この圏域の河川流域の東京湾に隣接する低地部は県内で都市化が進んでい

る地域である。 

・ 河口部は干潟を形成していたが、現在ではそのほとんどが埋立地になって

いる。 

 

3.2.4 九十九里圏域 

「九十九里圏域」は、県の東部に位置し、九十九里平野から太平洋に流下す

る河川流域の匝瑳市、旭市、東金市、大網白里市、山武市、茂原市、横芝光

町、九十九里町、一宮町、白子町、睦沢町、長南町、長柄町、長生村の 6 市 7

町 1 村が関係している。当圏域の地形の特徴は以下のとおりである。 

・ 西部は下総台地、東部は太平洋に面した九十九里平野を形成している。 

・ 河川は下総台地を水源とし、低平地である九十九里平野を緩やかに流れ、

太平洋に注いでおり、河口部付近では河口閉塞がみられる。 

 

3.2.5 房総圏域 

「房総圏域」は、県の南部に位置し、主に太平洋に流下する河川流域のいす

み市、勝浦市、館山市、南房総市、鴨川市、御宿町、大多喜町、鋸南町の 5 市 3

町が関係している。当圏域の地形の特徴は以下のとおりである。 

・ 豊かな自然環境に恵まれた水源涵養地域で、県下で最大の多雨地帯となっ

ている。 

・ 上流部は谷が深く急峻で中流部にかけて蛇行が激しく一部河川では河口閉

塞が発生している。 

・ 上流部は砂防河川に指定されている区域が多い。 

・ 急峻な地形が大部分を占め、平地が少なく、地すべり地帯を形成してい

る。 

・ 小河川が多く、丘陵域の上流は砂防河川として改修を行っている。 

・ 急流河川のため局部的な河床変動が生じている。 
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3.3 過去の被害状況 

千葉県が管理する河川では、戦前から一部河川で改修事業が行われていた

が、高度経済成長期を迎える中、度重なる災害が発生した。これを契機に短期

間で集中的に被災箇所を復旧する改良復旧制度を利用して河道整備を中心とし

た治水対策が進んだ。 

また、高度経済成長に伴う水需要への対応、かつ洪水被害の軽減に資するた

め、河川総合開発事業によるダム整備が進められた。 

しかしながら近年においても依然として大きな被害をもたらす水害が発生し

ている。 

 

平成 8 年 7 月 8 日から 11 日にかけての梅雨前線豪雨及び台風第 5 号は、県南東

部を中心に多量の降雨をもたらし、九十九里平野を流れる河川を中心に浸水被害を

発生させた。特に、南白亀川の支川赤目川の上流域の浸水により、ＪＲ外房線が不

通となり、また、一宮川では、第 1 調節池が機能したものの、その下流で一部浸水

被害が発生した。 

9 月 21 日から 22 日にかけての台風第 17 号は、県内全域に既往最大規模の多量か

つ集中した降雨をもたらし、各地に多くの浸水被害を発生させた。特に、一宮川で

は、2 つの調節池が機能したものの、随所で溢水が発生し、2,000 棟以上もの家屋

が浸水被害を受け、赤目川上流域も浸水し、再びＪＲ外房線が不通となった。ま

た、養老川においては、数箇所において溢水が発生し、下流部の市街地において、

約 900 棟の家屋が浸水被害を受けた。一方、真間川流域では、総合治水対策事業の

進展や国分川分水路の完成などにより、その効果が十分に発揮されたため、最小限

度の被害にとどめることができた。 

 

平成 16 年においては、台風第 22 号の接近により刺激された秋雨前線により、

10 月 8 日タ方から千葉県内で降雨が強まり、台風通過時も含めて、大原町（現、い

すみ市）の大原観測局で総雨量 422mm の大雨を記録した。また、県内 87 の雨量観

測局のうち、49 の観測局で 200mm 以上の降雨を記録する大雨となった。 

県内では、外房を中心に各地で大きな被害が発生した。御宿町では増水した川に

転落し死者 1 名、市川市でも川に転落し行方不明 1 名、この他住家被害、がけくず

れ等が多発した。 

14 市町村で 1,703 世帯に避難勧告が出され、50 市町村の 719 世帯が自主避難し

た。 

大雨により、県内の多くの河川が警戒水位を超え、8 河川で溢水し、道路冠水や

住宅浸水被害が発生し、夷隅川が増水した勝浦市では老人ホームと民家 23 軒が孤

立した。 
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平成 25 年の 10 月 15 日から 16 日にかけての台風第 26 号は、従来の気象観測の

極値を風速、降水量、気圧等で更新し、千葉県に影響を及ぼした従来の台風に比べ

て、極めて勢力の大きな台風となった。短時間に多量の雨が広範囲に降り、県下の

7 河川で氾濫注意水位を上回った。 

 
【降水量に関するアメダスの極値更新状況】  

区分  地点名  更新状況  更新値 (㎜ ) 従来値 (㎜ ) 統計開始年  
日降水量  船橋  統計開始以来  224.0 221.2 1999 年  

成田  統計開始以来  215.5 190.0 1976 年  
佐倉  10 月としての極値  226.5 209.0 1976 年  
坂畑  10 月としての極値  208.5 201.0 1978 年  
鋸南  10 月としての極値  219.5 185.0 1976 年  

日最大 1 時間

降水量  
船橋  統計開始以来  58.5 42.0 1999 年  
佐倉  10 月としての極値  49.5 42.0 1976 年  
成田  10 月としての極値  49.0 39.0 1976 年  
鋸南  10 月としての極値  46.0 42.0 1976 年  

 
このため、千葉県内は、甚大な被害を受けた。多数の人的被害（死者 1 人、負傷

21 人）の他、広範囲に及ぶ家屋被害（全・半壊 18 棟、一部損壊 315 棟、床上浸水

1,588 棟、床下浸水 3,047 棟）、がけ崩れ（34 箇所）、道路被害（111 箇所）、河川施

設（護岸崩壊等 273 箇所）の損壊等を蒙り、各地で鉄道運休や道路の通行止めも発

生し、県民の生活、経済活動に大きな支障を与えた。 

 
令和元年では、房総半島台風に始まり、東日本台風及び 10 月 25 日の大雨により三

度の災害があり、平成 25 年の台風 26 号よりも多数の人的被害（死者 20 人、負傷者

20 人、軽症者 104 人）の他、広範囲に及ぶ家屋被害（全壊 514 棟、半壊 6,962 棟、一

部損壊 89,890 棟、床上浸水 181 棟、床下浸水 617 棟）、がけ崩れ等（164 箇所）、道路

被害（222 箇所）、河川施設（護岸崩落等 160 箇所）の損害等を蒙る他、停電が述べ約

80 万軒、断水が述べ約１４万軒発生するほか、各地で鉄道運休や道路の通行止めも発

生し、県民の生活、経済活動に大きな支障を与えた。 
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3.4 主な課題 

千葉県が管理する河川では、改修事業が行われているものの、令和元年の房

総半島台風や東日本台風、10 月 25 日の大雨による被害など、近年においても水

害被害が発生している。 

 

また、全国的には令和元年の東日本台風により千曲川等で大規模な浸水被害

が発生した。さらに令和 2 年 8 月に発生した台風による豪雨災害では、中小河

川においても甚大な被害が発生した。 

 

こうした被害は、条件さえ重なればどこでも起こりうることから、本県独自

の課題や全国の中小河川における共通課題などを整理し、以下のとおり課題を

抽出した。 

 

・ 緊急時における情報伝達の不確実性、水害リスク情報や避難指示発令に必

要な情報が不十分であり、円滑かつ適切な避難誘導に課題がある。 

 

・ 重要水防箇所などの情報が共有化されていなかったり、水防団員などの後

継者不足などで地域の水防体制に課題がある。 

 

・ 大規模氾濫時に既存施設の機能不全等で氾濫の長期化や不測の事態におけ

る支援体制等に課題がある。 

 

・ 河川整備には長期間を要し、現在の流下能力不足の区間における水害リス

クや河川管理施設の健全性を担保するための管理体制などに課題がある。 

 

以上を踏まえて、対応すべき課題を下記の 4 項目とした。 

 

■円滑かつ迅速な避難のための課題 

 

■的確な水防活動のための課題 

 

■氾濫水の排水、浸水被害の軽減に関する課題 

 

■河川管理施設の整備に関する課題 
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4. 現状の取組状況等 

千葉県における減災対策について、各構成員が現在実施している取組の現状とその課

題の抽出を行った。概要は以下のとおりである。 

 

4.1 円滑かつ迅速な避難のための取組 

4.1.1 災害時の情報伝達、避難計画等に関する事項 

【Ａ災害時の住民への情報伝達に関する課題】 

現

状 

 避難情報は、防災行政無線等により住民に伝達している。 

課

題 

 避難情報が全ての地域住民等に伝わっていない恐れがある。 

 高気密住宅が増えていることに加え、風雨等の影響により広報車等の音声に

よる情報の聞き取りが困難となることがある。 

 高齢者等の要配慮者や、情報入手ツールを持たない住民の避難が遅れる可能

性がある。 

 水位情報等の防災情報が地域住民等にとってわかりにくい可能性がある。または

住民等が行動しやすい避難指示の伝達文の検討が必要となる。 

 情報を正しく活用するには、住民の平時からの防災意識の向上を図る必要があ

る。 

 河川水位等の情報を提供できる河川が限られている。 

 

【Ｂ行政・水防関係機関間の防災情報の共有に関する課題】 

現

状 

 避難指示の発令の目安となる氾濫危険情報を提供している。 

 基準観測所の水位により水防警報を発表している。 

 出水時には、水防本部等と水防管理団体等との連絡体制を設定している。 

 県管理ダムでは、関係市とタイムラインを作成し、緊急放流を行う際の情報提供

を出来るようにしている。 

課

題 

 迅速かつ正確な河川水位等に係る情報提供が課題である。 

 避難指示等のタイミングや判断に苦慮している。 

 大規模水害における避難指示の発令や、広域避難の実態の判断基準に課題

がある。 

 避難指示の発令に際し、降雨や水位予測が難しい状況の中で適切なタイミ

ングでの発令基準に課題がある。 

 利水ダムにおいては、治水協定に基づく事前放流の対応を行っているが、関係機

関との情報提供の方法が確立していない。 

 関係機関との連携を図る必要があるが、避難指示に着目したタイムラインを運用

開始したばかりであり、状況を検討する必要がある。 
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【Ｃ避難指示等の発令に関する課題】 

現

状 

 避難情報に関するガイドラインや避難指示等の発令に関する内容を地域防災計

画等で決めている。 

 避難指示の発令にあたって、水位観測所の氾濫危険情報等の他、土砂災害警戒

情報も目安として発令している。 

課

題 

 避難指示等のタイミングや判断に苦慮している。 

 大規模水害における避難指示の発令や、広域避難の実施の判断基準に課題

がある。 

 避難指示の発令に際し、降雨や水位予測が難しい状況の中で、適切なタイ

ミングでの発令基準に課題がある。 

 水位計の無い区間など、情報提供の難しい区間がある。 

 

【Ｄ避難場所や避難経路の確保に関する課題】 

現

状 

 県管理河川における想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図を千葉県 HP

等で公表するとともに、関係市町村にそのデータを提供している。 

 洪水浸水想定区域図に基づき洪水ハザードマップ等を作成し、浸水範囲、避難

所、避難場所を周知している。 

課

題 

 大規模水害の場合、避難場所や避難経路が浸水し、住民が適切に避難できない

可能性がある。 

 多くの避難者が集中した場合に、避難所に避難者を収容できないことが懸念さ

れる。 

 浸水・土砂崩れ等の理由から近傍の避難所や避難場所が利用できないことや、

多数の孤立者が発生することが懸念される。 

 主要道路が途絶した場合の避難所等の備蓄は必ずしも十分でない。 

 水位周知河川とその支川以外の浸水想定区域図が策定されていないことから、地

域住民等が浸水リスクを十分認識できていないおそれがある。 

 

【Ｅ住民の避難行動に関する課題】 

現

状 

 住民自らが避難経路を事前確認するよう啓発している。 

 出前講座やマイ・タイムライン・マイ防災マップ作成の取組を通じて、避難場

所や避難路、状況に応じて垂直避難を選択するなど地域住民がとるべき避難行

動について周知している。 

課

題 

 具体的な避難経路を設定していないため、確実な住民の避難に課題がある。 

 氾濫形態によって、地域毎に避難方法が異なる。 

 水害時における関係機関の効率的な誘導体制の確保が課題である。 

 適切な避難のためには、住民の避難意識の向上を図る必要がある。 
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【Ｆ要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場等の避難に関する課題】 

現

状 

 市町村の地域防災計画に施設の名称や所在地を定めている。 

 要配慮者の避難誘導は、自治体職員、警察官、水防団、自主防災組織等が連携し

て、実施している。 

 また、平常時から要配慮者名簿を作成し、自主防災組織等関係機関に提供して

いるとともに、要配慮者利用施設の避難確保計画策定を支援・指導している。 

 地下街等の利用者の避難の確保や浸水の防止のための措置に関する計画の作成

等を行うこととなっている。 

 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等を行うこ

ととなっている。 

課

題 

 水害時における関係機関の効率的な誘導体制の確保が課題である。 

 急激な水位上昇に対する要配慮者の迅速な避難が懸念される。 

 主要道路が途絶した場合の要配慮者等の迅速な避難体制が十分確保できない。 

 要配慮者利用施設の避難計画の策定は進んでいるが、地下施設や大規模工場等

の避難計画については進んでいるとは言い難い。 
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4.1.2 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 

【Ｇ平時の水害リスク周知に関する課題】 

現

状 

 県管理河川における想定最大規模の降雨による浸水想定区域図を千葉県 HP 等で

公表するとともに、関係市町村にそのデータを提供している。 

 洪水浸水想定区域図に基づき、洪水ハザードマップ等を作成し、浸水範囲、避

難所、避難場所を周知している。 

課

題 

 地域住民等が大規模浸水時の浸水リスクを十分認識できていないおそれがある。 

 浸水想定区域等が十分に住民に認識されていないことが課題である。 

 道路冠水などでの情報が十分認識されていないおそれがある。 

 

【Ｈ防災意識の啓発に関する課題】 

現

状 

 大規模水害時の浸水リスクを住民に周知するため、ハザードマップの取組、出前

講座の開催等の防災意識向上の取組を行っている。 

 避難情報に関するガイドライン概要版の配布、自主防災組織等が開催する防

災訓練等への訓練指導としての参加など防災意識向上の取組を行っている。 

課

題 

 現状の取組は、住民の自主的な情報取得に頼っており、地域全体の取組に繋がっ

ていない可能性がある。 

 

【Ｉ避難訓練に関する課題】 

現

状 

 総合防災訓練や地区単位での避難訓練を実施している。 

 自主防災組織による避難訓練や要配慮者に対応した避難訓練を実施してい

る。 

課

題 

 地域住民の避難行動に繋がる実践的な訓練となっているか懸念される。 

 要配慮者に対応した避難訓練や、地域の実情を踏まえた訓練となっているか懸念

される。 
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4.1.3 円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項 

【Ｊ河川の状況把握に関する課題】 

現

状 

 水位周知河川等に対し水位計を設置し、テレメータにより一元管理している。 

 橋脚等に量水標を設置し、水防団や住民が水位を把握できるようにしている。 

課

題 

 水位計を設置していない河川について、水位等の情報を得る手段が巡回等個別の

ものしかない。 

 

【Ｋ水防資機材に関する課題】 

現

状 

 水防計画に水防資機材の配置数量を記載して、県・市町村等の関係機関に配布し

ている。 

 水防倉庫や消防倉庫等に、土のう袋やブルーシート、縄等の水防資機材が備

蓄されている。 

 側帯等に水防用土砂を備蓄している。 

課

題 

 水防団と河川管理者が連携して的確な水防活動を実施するための適切な資機材

が配置されていない恐れがある。 

 大規模水害に対応した水防資機材の拡充が必要である。 

 水防活動に必要なルートが浸水する恐れがある。 

 水防資機材の保有数量を定期的に確認し、適切な補充及びメンテナンスの実施が

課題である。 
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4.2 的確な水防活動のための取組 

4.2.1 水防体制の強化に関する事項 

【Ｌ河川巡視に関する課題】 

現

状 

 河川管理施設を点検するための河川巡視を実施している。 

 出水期前に、自治体、水防団等と重要水防箇所の合同巡視を実施している。 

 出水時には、水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施している。 

課

題 

 河川巡視で得られる堤防等の被災情報が水防団と河川管理者で十分共有されて

いないおそれがある。 

 限られた時間・人員での広域的な巡視の確実な実施に課題がある。 

 

【Ｍ水防団等に関する課題】 

現

状 

 自主防災組織の結成と活動の促進に取り組んでいる。 

課

題 

 水防団員の高齢化やなり手不足、サラリーマン化による水防団の機動力について

懸念がある。 

 

【Ｎ水防訓練に関する課題】 

現

状 

 水防技術の向上や連携協力体制の確立等を目的として総合防災訓練を実施して

いる。 

課

題 

 河川管理者と自治体間で、河川水位等の状況や予測、被害状況、及び避難指示発

令状況等の情報共有が十分でない。 

 水防活動に関する専門的な知識等を習得する機会が減少し、適切な水防活動に懸

念がある。 

 

4.2.2 市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項 

【Ｏ市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防】 

現

状 

 浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院等の立地状況を確認している。 

 洪水浸水想定区域内に該当する庁舎において、代替施設の設定、浸水しない

２階以上に対策本部の設置及び非常電源の設置等の対応を実施している。 

課

題 

 非常時に市町村庁舎や災害拠点病院等に水害リスク情報が確実に伝達されるか

懸念される。 

 大規模水害時には、災害拠点となる市町村庁舎や災害拠点病院等が浸水し、機能

が低下・停止しないようにすることが課題である。 
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4.3 氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 

【Ｐ排水施設・排水機材に関する課題】 

現

状 

 洪水時の樋門及び排水機場等の施設は操作規則を定めて操作を実施している。 

 関係機関が連携した排水訓練や樋門等の操作点検を出水期前に実施している。 

 排水ポンプや照明等の災害対策機器は平常時から定期的な保守点検を行うとと

もに、機材を扱う職員等への教育体制も確保し、常時災害発生に対応した出動態

勢を確保している。 

課

題 

 被害の最小化を目的に関係機関の連携によるポンプ運転調整を実施しているが

地域住民の理解が十分なされていない。 

 大規模浸水時は効果的な排水作業を実施しなければ浸水が長期化する懸念があ

る。 

 大規模浸水時は既存排水施設が機能不全に陥るおそれがある。 

 大規模水害時の関係機関が連携した氾濫水の排水のための操作・運用体制

に課題がある。 

 洪水時の現地での樋門等の操作は危険を伴う。 

 

 

4.4 河川管理施設の整備等に関する取組 

【Ｑ堤防等整備に関する課題】 

現

状 

 河川整備計画等に基づき、河川改修を実施している。 

課

題 

 河川整備率（令和２年度末時点での時間雨量 50mm 対応の河川整備率）が約６割

であることから、引き続き河川整備の推進を図る必要がある。 

 特に全国中小河川の緊急点検結果を踏まえ、流下能力が不足している区間等につ

いては、水害の発生に対するリスクが高いことから、優先的に堤防等施設整備や

河道掘削等を推進する必要がある。 

 

【Ｒ河川管理に関する課題】 

現

状 

 河川の点検について、要領に基づき実施している。 

課

題 

 人員が不足し、十分な点検ができないことが懸念される。 
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5. 減災のための目標 

円滑かつ迅速確実な避難や安全な避難の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排除等

の対策を実施するため、各構成員がそれぞれ又は、連携して令和 8 年度までに達成す

べき減災目標は、以下の通りとした。 

 

【5 年間で達成すべき目標】 

 

 

【目標達成に向けた 4 本柱】 

上記目標の達成に向け、下記取組を基本事項として、具体的な取組を定める。 

 

 

 

県管理河川における大規模水害に対し「逃げ遅れによる人的被害をなくす

こと」「地域社会機能の継続性を確保すること」を目指す。 

１．円滑かつ迅速な避難のための取組 

２．的確な水防活動のための取組 

３．氾濫水の排水、浸水被害の軽減に関する取組 

４．河川管理施設の整備に関する取組 
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6. 概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水防災意識社

会」を再構築することを目的に、各構成員が取り組む主な内容は次のとおりである。 

 

6.1.1 円滑かつ迅速な避難のための取組 

①災害時の情報伝達、避難計画等に関する事項 

【Ａ災害時の住民への情報伝達】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①水害危険性の周知促進 Ａ災害時の住民への情報伝達 

Ｂ行政・水防関係機関間の防

災情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

市町村 

県 

②防災情報総合サイトの活用と周知 

（防災情報等の取得方法の周知） 

Ａ災害時の住民への情報伝達 市町村 

県 

③様々な防災情報提供ツールを用いた防災

情報伝達の強化、多重化 

（確実な情報伝達のための整備） 

Ａ災害時の住民への情報伝達 市町村 

 

④水防災に関する説明会や避難訓練の開催

（避難情報等の取得方法の周知・実践） 

Ａ災害時の住民への情報伝達 

Ｇ平時の水害リスク周知 

市町村 

県 

⑤危機管理型水位計等の設置検討 Ａ災害時の住民への情報伝達 

Ｂ行政・水防関係機関間の防災

情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

Ｊ河川の状況の把握 

市町村 

県 

⑥水防団や自治会が参加し、洪水リスクが

高い区間の共同点検等の実施 

Ａ災害時の住民への情報伝達 

Ｉ避難訓練 

市町村 

県 
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【Ｂ行政・水防関係機関間の防災情報の共有】 

主な項目 課題対応 取組機関 

⑦洪水時における河川管理者からの情報提

供等（ホットラインの構築） 

Ｂ行政・水防関係機関間の防

災情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

市町村 

県 

⑧水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓

練等の実施 

（確実な情報伝達のための準備） 

Ｂ行政・水防関係機関間の防

災情報の共有 

市町村 

県 

⑨避難指示等発令の対象区域、判断基準等

の確認（水害対応タイムライン） 

Ｂ行政・水防関係機関間の防災

情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

市町村 

県 

気象台 

⑩「流域雨量指数の予測値」、「洪水警報の危

険度分布」等の防災気象情報の提供 

Ｂ行政・水防関係機関間の防災

情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

気象台 

⑪多機関連携型タイムラインの検討 Ｂ行政・水防関係機関間の防災

情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

市町村 

県 

気象台 他 

⑫ダムの放流情報を活用した避難体制の確

立 

Ｂ行政・水防関係機関間の防災

情報の共有 

Ｃ避難指示等の発令 

市町村 

県 

 

【Ｃ避難指示等の発令】 

主な項目 課題対応 取組機関 

⑬避難指示等発令の対象区域、判断基準等

の確認・見直し 

Ｃ避難指示等の判断 市町村 

県 

気象台 

⑭夜間、荒天時における避難指示等の発令

基準の作成及び避難誘導体制の検討 

Ｃ避難指示等の判断 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｅ住民の避難行動 

市町村 

 

【Ｄ避難場所や避難経路の確保】 

主な項目 課題対応 取組機関 

⑮隣接市町村における避難場所の設定 

（広域避難体制の構築）等 

Ｂ行政・水防関係機関間の防災

情報の共有 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｅ住民の避難行動 

市町村 

県 

⑯浸水や土砂災害による交通途絶を考慮し

た避難経路や避難場所の確保に向けた連

携・協働の取組 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｅ住民の避難行動 

市町村 

⑰避難所・避難経路の安全性確認及び見直

し 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｅ住民の避難行動 

市町村 
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 【Ｅ住民の避難行動】 

主な項目 課題対応 取組機関 

⑱マイ・タイムラインの作成・マイ防災マッ

プ作成等（防災意識向上） 

Ｅ住民の避難行動 

Ｈ防災意識の啓発 

市町村 

県 

 

【Ｆ要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場等の避難】 

主な項目 課題対応 取組機関 

⑲要配慮者利用施設における避難確保計画

の作成を支援・指導 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｅ住民の避難行動 

Ｆ要配慮者利用施設や地下施

設、大規模工場等の避難 

Ｉ避難訓練 

市町村 

県 

⑳要配慮者利用施設における避難訓練の実

施を支援・指導 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｅ住民の避難行動 

Ｆ要配慮者利用施設や地下施

設、大規模工場等の避難 

Ｉ避難訓練 

市町村 

県 

㉑要配慮者利用施設のほか、地下施設、大規

模工場への対応等を考慮した避難計画の

検討、施設管理者による計画案の作成の

支援 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｆ要配慮者利用施設や地下施

設、大規模工場等の避難 

Ｉ避難訓練 

市町村 

県 

 

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 

【Ｇ平時の水害リスク周知】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域

図等の作成と周知（大規模災害時の水害

リスク周知） 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

県 

②水害ハザードマップの改良、周知、活用 Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

市町村 

③浸水実績等の周知（浸水実績等に関する

情報の共有、住民等への周知） 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

Ｈ防災意識の啓発 

市町村 

県 

④「まるごとまちごとハザードマップ」の検

討、案内板の整備等 

Ｅ住民の避難行動 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

Ｈ防災意識の啓発 

市町村 

県 

⑤水害リスク情報の空白地帯の解消（水位

周知河川以外の河川の浸水想定区域図等

の作成・公表） 

Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

市町村 

県 

⑥内水ハザードマップの作成・周知・活用 Ｄ避難場所や避難経路の確保 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

市町村 

県 
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【Ｈ防災意識の啓発】 

主な項目 課題対応 取組機関 

⑦防災教育の促進 

 

Ａ災害時の住民への情報伝達 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

Ｈ防災意識の啓発 

Ｉ避難訓練 

市町村 

県 

気象台 

⑧水防災教育、出前講座等を活用した講習

会の取組の拡大 

Ｈ防災意識の啓発 

Ｎ水防訓練 

市町村 

県 

気象台 

⑨水防に関する広報の充実 Ｇ平時の水害リスクの周知 

Ｈ防災意識の啓発 

Ｌ河川巡視 

Ｍ水防団等 

Ｎ水防訓練 

市町村 

県 

⑩地域防災力の向上のための人材育成 Ｅ住民の避難行動 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

Ｈ防災意識の啓発 

市町村 

県 

⑪共助の仕組みの強化 Ｅ住民の避難行動 

Ｇ平時の水害リスクの周知 

Ｈ防災意識の啓発 

市町村 

 

【Ｉ避難訓練】 

ＡやＦ、Ｈの課題に対する取組と重複するため、記載は省略 

 

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項 

【Ｊ河川の状況把握】 

ＡやＢの課題に対する取組と重複するため、記載は省略 

 

【Ｋ水防資機材】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①河川防災ステーションの整備・活用の検

討 

Ｋ水防資機材 市町村 

県 

②水防資機材の保有状況の確認、配備資器

材の見直し、新技術の活用等 

Ｋ水防資機材 市町村 

県 
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6.1.2 的確な水防活動のための取組 

①水防体制の強化に関する事項 

【Ｌ河川巡視】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①重要水防箇所の共同点検による情報の共

有 

Ｌ河川巡視 

Ｎ水防訓練 

市町村 

県 

②水防団間での連携、協力に関する検討（人

員確保による確実な巡視の実行や大規模

氾濫時の効率的な巡視） 

Ｌ河川巡視 市町村 

県 

 

【Ｍ水防団等】 

Ｎの課題に対する取組と重複するため、記載は省略 

 

【Ｎ水防訓練】 

主な項目 課題対応 取組機関 

③水防訓練の充実 

 

Ｌ河川巡視 

Ｍ水防団等 

Ｎ水防訓練 

市町村 

県 

④水防団間での連携、協力に関する検討（大

規模な氾濫に対する効果的な訓練） 

Ｎ水防訓練 市町村 

県 

 

 

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防に関する事項 

【Ｏ市町村庁舎・災害拠点病院等の自衛水防の推進】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保の

ための対策の充実 

Ｏ市町村庁舎・災害拠点病院

等の自衛水防の推進 

市町村 

県 

②市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係

者への情報伝達の充実 

Ｏ市町村庁舎・災害拠点病院

等の自衛水防の推進 

市町村 

県 

③業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 Ｏ市町村庁舎・災害拠点病院

等の自衛水防の推進 

市町村 

県 
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6.1.3 氾濫水の排水、浸水被害の軽減に関する取組 

【Ｐ排水施設・排水機材】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①排水施設、排水資機材の運用方法の改善

及び排水施設の整備等 

Ｐ排水施設・排水機材 市町村 

県 

②樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の

確保 

Ｐ排水施設・排水機材 市町村 

県 

③排水計画に基づく排水訓練の実施 Ｐ排水施設・排水機材 市町村 

④氾濫水を迅速に排水するための緊急排水

計画の検討・策定 

Ｐ排水施設・排水機材 市町村 

県 

 

 

6.1.4 河川管理施設の整備に関する取組 

【Ｑ堤防等の整備】 

主な項目 課題対応 取組機関 

①堤防等河川管理施設の整備状況を関係機

関と共有 

Ｑ堤防等の整備 市町村 

県 

②決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤

防構造の工夫（危機管理型ハード対策） 

Ｑ堤防等の整備 県 

③堤防等河川管理施設の整備（洪水氾濫を

未然に防ぐ対策） 

Ｑ堤防等の整備 県 

 

【Ｒ河川管理】 

主な項目 課題対応 取組機関 

④効率的な点検方法の検討（ドローン等の

活用を含む） 

Ｒ河川管理 県 

⑤河川管理施設の適切な維持管理の推進 Ｒ河川管理 県 
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7. フォローアップ 

今後、関係機関相互で取組状況を確認し、必要に応じて取組方針の見直しを行うこ

ととする。また、本協議会は、各関係機関が設定した取組方針に掲げた事項が達成出

来るよう調整・支援を行うこととする。 

 


